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議案第２４号  

 

藤沢市地震対策条例の一部改正について 

 藤沢市地震対策条例の一部を次のように改正する。 

２０２１年（令和３年）６月７日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市地震対策条例の一部を改正する条例 

 藤沢市地震対策条例（昭和５９年藤沢市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第２０条」を「第１９条」に，「第２１条～第２５条」を「第２０条～

第２４条」に，「第２６条～第３０条」を「第２５条～第２９条」に，「第３１条

～第３３条」を「第３０条～第３２条」に，「第３４条」を「第３３条」に改める。 

 第１６条を削り，第１７条を第１６条とし，第１８条から第２０条までを１条ず

つ繰り上げる。 

 第４章中第２１条を第２０条とし，第２２条から第２５条までを１条ずつ繰り上

げる。 

第５章中第２６条を第２５条とし，第２７条から第３０条までを１条ずつ繰り上

げる。 

第６章中第３１条を第３０条とし，第３２条を第３１条とし，第３３条を第３２

条とする。 

第７章中第３４条を第３３条とする。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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提案理由 

この条例を提出したのは，災害対策基本法の改正により，条例で定める「広域避

難場所」と同様の役割を持つ「指定緊急避難場所（大規模火災）」の指定が義務付

けられ，令和３年３月にその指定が完了したことに伴い，規定の整備をする必要に

よる。 


